
まちづくり計画の構成と協議会の運営についての提案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．まちづくり計画を策定する目的と背景について 

 ・まちづくり条例について 
 ・国３・２・８号線の事業概要について・・・等 
 
２．まちづくり計画の役割と策定の進め方について 
 ・協議会の果たすべき役割、策定スケジュール等 

３．上位計画・関連計画とまちづくり構想の位置付け 

 ・総合計画・都市計画マスタープラン等の整理 

４．沿道地区の現況について 

 ・地域を取り巻く状況の整理 
 ・事例からみた想定される課題の共有化 
 ・地区別の現況の特性から抽出した課題・・・・等 

５．まちづくりの将来像と方針について 

 ・計画を検討する上での視点 
 ・まちづくりの将来像について 
                      ・・・等 

６．テーマ別の方針 

・土地利用について 
・都市環境（緑や景観等）について 
・公共施設（道路の接道等）について 
・環境施設帯（道路のデザイン等）について 

・・・等 

７．まちづくりの方針図 

・地域の魅力を活かしたまちづくり方針図（土地利用） 
・環境と共生するまちづくり方針図（都市環境など） 
・安全で安心して暮らせるまちづくり方針図（バリアフリ

ー、避難地など） 
                    ・・・・等 

全体協議会の進め方 

第１回（H19.3.14） 
『沿道のまちづくり計画について』 

第２回（H19.7.17） 
『沿道地区の現況と課題について』 

第３回（H19.12.17） 
『まちづくりの将来像を考える①』 

第４回（H20.1.24） 
『まちづくりの将来像を考える②』 

第５回（4月22日） 
『まちづくりの将来像とまちづくり計画 

の構成・今後の検討の進め方について』 

第６回（5月27日予定） 
『まちづくりのテーマ別方針の検討』 

第８回（8月下旬～9月上旬予定） 
『市民意見を踏まえた 

まちづくり計画案の検討』 

第７回（7月8日予定） 
『まちづくりの方向性を踏まえた 

土地利用方針（計画原案）の検討』 

第９回（9月中旬～9月下旬予定） 
『まちづくり計画案の報告』 

まちづくり計画の構成（案） 

資料１ 

ブロック検討会 

第１回（H19.5.19） 
『沿道のまちづくりについて』 

第３回（H19.6.30）―まち歩き点検― 
『まちの魅力・問題を探る』 

第４回（H19.9.5） 
『市街地課題図の作成』 

第５回（H19.10.16） 
『環境施設帯のイメージについて 

話し合う』 

第６回（H20.2.26） 
『沿道のまちなみを考える 

～都市計画制度等について～』 

第８回（6月中旬～6月下旬） 
『まちづくりの方針図について考える』 

第７回（5月15日予定） 
『テーマ別の方向性を考える』 

第２回（H19.6.16）―事例見学会― 
『まちづくりのイメージを膨らませる』 

第９回（9月中旬） 
『まちづくり計画案の報告』 

まちづくりニュース、ＨＰ等による 
まちづくり計画案の情報公開 

８．今後の進め方（まちづくりの推進方策等） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 沿道の市街地特性・環境特性を生かした土地利用の保全と活用 

国 3・2・8 号線の沿道は、緑豊かな低層住宅地、駅に近い中低層住宅地や商店街、
貴重な都市農地などさまざまな表情を持っています。また、本件道路は新設であり、計

画道路の線形が、既存の街並みを斜めに貫通することなどから、道路とその沿道の土地

利用は、密接な関係を有しています。 
      そこで、沿道の土地利用については、沿道やその周辺地域の市街地特性・環境特性を

生かしつつ、環境への負荷が小さく、地域の持続的な発展が可能となるような土地利

用・まちづくりをめざします。 
 
 
 
 

２ 環境軸の創出による「緑」と「景観」のまちづくり 
   国 3・2・8号線の沿道は、都市農地や武蔵野の面影を伝える雑木林・屋敷林、神社の
森、低層住宅地の庭樹など、緑豊かな田園市街地が形成されています。 

   また、道路の計画幅員 36ｍの内、環境施設帯は両側で 20ｍあり、道路本線の車道幅
員より環境ゾーンが広い公園道路（パーク・ロード）の特性を有する道路とも言えます。 

   そこで、こうした環境特性や道路特性を生かし、道路とその沿道が市域を南北に貫く

「環境軸」と捉え、緑や美しい街並みと市民生活・地域活動が高度に融和した環境共生

型のまちづくりをめざします。 
   こうした緑の環境軸により、市域南の「国分寺崖線」と小平市域にある「玉川上水」

を結ぶ緑の都市ネットワークが形成されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 地域の「活力」と「交流」を促進する自由闊達なまちづくり 
   国 3・2・8号線は、市域の中央を南北に縦貫する広域性を有する幹線道路です。そのため、道路
の整備により、市域の南北方向、多摩の各地域そして神奈川・埼玉方面への自動車交通の利便性が

飛躍的に高まるとともに、緊急車両のアクセス性向上による都市の防災性・安全性の向上、公共交

通の導入による生活利便性の向上、細街路に流入する自動車交通の減少などの効果が期待されます。 
   そこで、道路の整備効果を適正に享受しつつ、地域特性に応じて、商店街の賑わい整備、公共用

地の有効活用、恋ヶ窪駅との連携、コミュニティの増進等を通して、市民が自由闊達に活動し、地

域の活力と交流を促進するまちづくりをめざします。 
 
 

４ 良好な住環境の保全と創出をすすめるまちづくり 
     国 3・2・8号線の沿道の大半は、低層な住宅地や都市農地などが拡がり、静穏な田園住宅地が形
成されています。こうした優れた地域環境は、道路の建設整備後も、引き続き適正に維持すること

が求められます。 
そこで、良好なコミュニティを背景にしたゆとりある住環境の確保、都市農地と融和した潤いあ

る「田園住宅地」の創造、子育てしやすい地域環境の創出、不要な通過交通を抑制した安全な生活

環境の実現、地域資源を生かした緑のネットワークの形成などにより、市民生活を豊かにするまち

づくりをめざします。 
そして、市民が地域に誇りと愛着をもてる「ふるさと国分寺」づくりをすすめます。 

 
 

５ 暮らしに「安全」「安心」をもたらす協働のまちづくり 
   広幅員の国 3・2・8号線の整備により、地域のコミュニティや歩行者・自転車等の生活交通の分
断などが一部懸念されています。また、交通事故や防犯への対策も求められます。 

   そこで、安全で人に優しい横断路の整備、安全で快適な通学路や生活道路の確保、防災まちづく

りの推進、犯罪が起きにくい環境整備などを通して、高齢者や子どもたちの元気な声が地域に響く、

安全・安心なまちをめざします。 
   暮らしの安全・安心、地域の安全・安心、都市の安全・安心を備えたまちづくりを住民、地域、

行政の協働によりすすめます。 

国３・２・８号線沿道のまちの将来像（案） 

資料２ 

（全体テーマ） 
 

ひとが躍る 地域が輝く 緑豊かな薫風あるみちづくり・まちづくり 
 



これまでの意見を踏まえたブロック別の地区特性・課題 
～ 意見交換を進めるために ～ 

 
これまでのブロック検討会（第１回～６回）及び全体協議会（第１回～５回）までの意見を踏

まえ、具体的なまちづくりの方針を検討するために、ここでは「土地利用」「都市環境（緑・景観）

／環境施設帯」「公共施設の再整備」の３つの視点で５つのブロック毎の地域特性・課題の整理を

行いました。 
以下の資料を見ながら、沿道の地域特性に応じて「どのようなまちしていったらいいのか」を

話し合っていきたいと思います。 
それぞれの視点についての意見交換のポイントは以下に示すとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料３ 

■話合いのねらい 

沿道地区を見ると、緑豊かな低層住宅地、駅に近い中低層住宅地や商店街、貴重な都市農地
などさまざまな表情を持っていることが分かります。この地域を「今後も住み続けたい」「ここ
に住んでみたい」地域にしていくため、どのような土地利用をしたらよいでしょうか。 

■具体的な話合いの内容（例） 

残したい緑・創りたい緑 
緑の拠点・自然とふれあう拠点 
土地利用の考え方（ゾーン）別の緑の保全・共生の方法 
沿道の街並み・土地利用と環境施設帯のあり方 
また、地域毎の街並みのイメージ（どんな色・形・高さ・雰囲気の建物がどんな密度で並ぶ
街なのか等）についても考えてみましょう。 

■話合いのねらい 

沿道地区を見ると、西国分寺駅、恋ヶ窪駅の徒歩圏域であることが分かります。誰もが安全
に生活できる、暮しやすく歩いて楽しいまちにするためにはどのようなことに気をつければよ
いでしょうか。また、災害に強いまちにするにはどうしたらよいでしょうか。 

 
■具体的な話合いの内容（例） 

主要な生活動線となるのはどの道路でしょうか。また、その道路を使いやすくするには？ 
歩行者の安全性を向上すべき道路は？ 
災害時に危険だと思う地域は？（細い道路しかない地域・古い木造建物が密集している地域
等）また、どのような改善策が必要か？ 
コミュニティの中心となるような拠点 
犯罪がおきにくいまちとは、どんなまちか？ 
子供やお年寄りが元気に暮せるまちにするには？子育てしやすいまちにするには？ 

土地利用 

公共施設の再整備 

■具体的な話合いの内容（例） 

良好な住環境を守りたい地域は？ 
緑と住が共存する環境を保全・創造したい地域は？ 
まち活性化を図る地域は？ 
（どのような活性化か？／外から人が集まる・住民の生活利便性を高める） 
交流拠点はどこがいいでしょうか。 
また、地域毎のまちのイメージ（どんな世代の人が暮すまちなのか・どんな人が集まるのか・
車で来るのか・歩いて回遊するのか等）についても考えてみましょう。 

■話合いのねらい 

沿道地区を見ると、都市農地や雑木林・屋敷林、神社の森、低層住宅地の庭樹などによって
緑豊かな環境が形成されていることが分かります。また、環境施設帯ができることで緑の軸が
形成されます。高さや色彩に配慮することで、美しい街並み景観を創出することもできます。 
こうした環境特性や道路特性を活かした緑と美しい街並みが調和する環境共生型のまちにし
ていくためには、どのようなことに気をつければよいでしょうか。 

緑・景観／環境施設帯 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


